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行　政

都市計画区域拡大のイメージ

現状 都市計画区域拡大後

＊都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに分けることを「線引き」と言います
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●
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
都
市
計

画
区
域
拡
大
の
必
要
性

　
市
で
は
、
合
併
協
定
書
に
、

「
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
速
や
か
に
都
市
計

画
を
整
備
す
る
」こ
と
を
明
記
。

平
成
22
年
３
月
に
玄
海
地
域
の

一
部
で
準
都
市
計
画
区
域
を
指

定
し
た
以
前
か
ら
、「
宗
像
地

域
と
玄
海
地
域
は
連
続
し
た
一

体
の
都
市
で
あ
る
」
と
し
て
、

都
市
計
画
区
域
を
拡
大
す
る
作

業
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
線
引
き
都
市
計
画
区

域
の
拡
大
で
、
良
好
な
自
然
環

境
の
保
全
や
開
発
制
限
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
既
に
都
市
計

画
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
宗

像
地
域
と
の
一
体
感
を
強
め
、

総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
と
都
市

計
画
制
度
の
運
用
に
取
り
組
み

ま
す
。

●
線
引
き
都
市
計
画
区
域
に
な

る
と

　
現
在
の
宗
像
地
域
の
よ
う

に
、
線
引
き
都
市
計
画
区
域
で

は
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整

区
域
の
ど
ち
ら
か
に
区
分
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
玄
海

地
域
で
は
都
市
計
画
の
ル
ー
ル

上
、
市
街
化
区
域
の
設
定
が
で

き
な
い
た
め
、
結
果
的
に
全
て

の
地
域
が
市
街
化
調
整
区
域
と

な
り
ま
す
。

＊
市
街
化
調
整
区
域
と
は
、
市

街
化
を
抑
制
す
る
区
域
の
こ

と
で
す
。
自
然
環
境
や
農
林

漁
業
な
ど
の
生
産
環
境
を
守

る
た
め
、
住
宅
の
建
築
や
開

発
行
為
に
対
し
て
一
定
の
制

限
を
か
け
ま
す
。
宗
像
地
域

で
は
、
昭
和
49
年
か
ら
全
域

が
線
引
き
都
市
計
画
区
域
と

な
り
、
現
在
そ
の
面
積
の
約

76
パ
ー
セ
ン
ト
が
市
街
化
調

整
区
域
と
な
っ
て
い
ま
す

●
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１　

市
街
化
調
整
区
域
に
指

定
さ
れ
る
と
、
家
の
建
築
が
で

き
な
く
な
る
の
で
す
か
？

Ａ
１
　
市
街
化
調
整
区
域
で
は

建
築
物
な
ど
の
建
築
や
開
発
行

為
に
対
し
一
定
の
制
限
が
か
か

り
ま
す
が
、
市
街
化
調
整
区
域

に
な
る
前
か
ら
あ
る
建
築
物
な

ど
の
増
改
築
や
農
林
漁
業
従
事

者
の
住
宅
や
付
属
倉
庫
は
、
開

発
許
可
な
し
で
建
築
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
都
市
計
画
法
第
34
条

の
立
地
基
準
に
該
当
し
、
福
岡

県
の
開
発
審
査
基
準
に
該
当
す

れ
ば
、
開
発
許
可
を
受
け
て
建

築
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
の

立
地
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に

は
、
分
家
住
宅
や
日
用
品
販
売

店
舗
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
２　

現
在
住
ん
で
い
る
家
の

建
て
替
え
は
可
能
で
す
か
？

Ａ
２
　
同
じ
敷
地
で
同
じ
用
途

で
あ
れ
ば
、
建
て
替
え
や
増
築

が
で
き
ま
す
が
、
戸
建
て
住
宅

の
場
合
は
、
地
上
３
階
地
下
１

階
の
範
囲
内
で
す
。
戸
建
て
住

宅
以
外
の
建
築
物
の
場
合
は
、

元
あ
る
建
物
の
延
床
面
積
の

１
・
５
倍
ま
で
で
す
。

　
し
か
し
、ど
ち
ら
の
場
合
も
、

指
定
さ
れ
た
建
ぺ
い
率
と
容
積

率
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

Ｑ
３　

都
市
計
画
区
域
内
に
な

る
と
都
市
計
画
税
が
か
か
る
の

で
す
か
？

Ａ
３
　
市
の
条
例
で
、
都
市
計

画
区
域
内
で
市
街
化
区
域
に
指

定
さ
れ
る
と
都
市
計
画
税
が
課

税
さ
れ
ま
す
が
、
市
街
化
調
整

区
域
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
４　

市
街
化
調
整
区
域
に
な

る
と
土
地
の
資
産
価
値
が
大
き

く
下
が
る
の
で
す
か
？

Ａ
４
　
土
地
の
資
産
価
値
は
、

上
下
水
道
や
道
路
な
ど
の
都
市

基
盤
整
備
の
状
況
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
よ
っ
て
変

動
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
線
引

き
で
市
街
化
調
整
区
域
に
な
っ

た
こ
と
だ
け
で
、
資
産
価
値
が

大
き
く
下
が
る
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
５　

市
街
化
調
整
区
域
に
な

る
と
個
人
の
土
地
が
自
由
に
使

え
な
い
の
で
す
か
？

Ａ
５
　
都
市
計
画
は
、
都
市
全

体
の
土
地
利
用
の
ル
ー
ル
を
設

け
る
こ
と
で
市
民
全
体
の
利
益

（
公
共
の
福
祉
）
を
守
る
た
め
、

私
的
な
権
利
の
制
限
を
伴
い
ま

す
。

　
ま
た
、
今
回
の
都
市
計
画
区

域
拡
大
は
、
秩
序
あ
る
土
地
利

用
を
担
保
し
、
市
全
体
の
計
画

的
で
効
率
の
良
い
都
市
基
盤
の

整
備
と
自
然
環
境
の
保
全
を
す

る
こ
と
が
目
的
で
す
。

Ｑ
６　

市
街
化
調
整
区
域
に
な

る
と
土
地
の
売
買
が
で
き
な
く

な
る
の
で
す
か
？

Ａ
６
　
市
街
化
調
整
区
域
に
な

る
こ
と
で
、
新
た
に
土
地
の
売

買
に
制
限
が
か
か
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

Ｑ
７　

玄
海
地
域
に
は
市
街
化

区
域
は
設
定
さ
れ
な
い
の
で
す

か
？

Ａ
７
　
玄
海
地
域
に
新
た
に
市

街
化
区
域
を
設
定
す
る
た
め
に

は
、「
人
口
密
度
が
１
ヘ
ク
タ
ー

ル
当
た
り
40
人
以
上
で
あ
る
区

域
が
連
続
す
る
」「
人
口
が
３

０
０
０
人
以
上
の
ま
と
ま
っ
た

市
街
地
で
あ
る
」
な
ど
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
在

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
区
域

　

市
で
は
、
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
宗
像
地
域

（
旧
宗
像
市
の
全
域
）
に
現
在
指
定
し
て
い
る
線
引
き
都
市
計
画

区
域
を
、
玄
海
地
域
（
離
島
を
除
く
旧
玄
海
町
の
区
域
）
へ
拡
大

す
る
方
針
で
す
。
平
成
25
年
春
の
指
定
を
目
指
し
、
都
市
計
画
法

な
ど
の
手
続
き
を
開
始
し
ま
す
。

�

■
問
い
合
わ
せ
先　

都
市
計
画
課　

☎
（
36
）
１
４
８
４

が
存
在
し
な
い
た
め
、
玄
海
地

域
の
全
て
が
市
街
化
調
整
区
域

と
な
り
ま
す
。

●
都
市
計
画
区
域
拡
大
指
定
ま

で
の
主
な
法
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
（
予
定
）

＊
状
況
に
よ
っ
て
時
期
が
前
後

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

①
都
市
計
画
法
第
16
条
に
基
づ

く
都
市
計
画
原
案
の
閲
覧
＝

平
成
24
年
３
月

　
市
民
と
利
害
関
係
者
は
、
都

市
計
画
原
案
に
対
し
て
意
見
公

述
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
都
市
計
画
公
聴
会
（
①
の
結

果
、
公
述
の
申
し
出
が
な
い

場
合
は
開
催
し
な
い
）

　
①
の
公
述
の
申
し
出
に
基
づ

い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

③
都
市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ

く
都
市
計
画
案
の
縦
覧
＝
平

成
24
年
度
の
夏

　
市
民
と
利
害
関
係
者
は
、
都

市
計
画
案
に
対
し
て
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
宗
像
市
都
市
計
画
審
議
会
＝

平
成
24
年
度
の
夏
～
秋

　
都
市
計
画
案
に
つ
い
て
審
議

を
実
施
し
ま
す
。

⑤
福
岡
県
都
市
計
画
審
議
会
＝

平
成
24
年
度
の
秋

　
都
市
計
画
案
に
つ
い
て
審
議

を
実
施
し
ま
す
。

⑥
福
岡
県
国
土
利
用
計
画
審
議

会
＝
平
成
24
年
度
の
冬

　
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く

土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
に

つ
い
て
審
議
を
実
施
し
ま
す
。

⑦
都
市
計
画
区
域
拡
大
指
定
の

県
告
示
＝
平
成
25
年
春

●
市
街
化
調
整
区
域
の
土
地
利

用
緩
和
策「
地
区
計
画
制
度
」

の
導
入
を
検
討

　
こ
の
地
区
計
画
制
度
の
導
入

に
よ
っ
て
、
市
街
化
調
整
区
域

で
制
限
さ
れ
て
い
る
建
築
行
為

や
開
発
行
為
が
、
地
区
計
画
に

定
め
る
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
可

能
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
準
都
市
計
画
区
域
内

の
大
王
寺
・
玄
海
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
地
区
と
公
園
通
り
地
区
に
指

定
さ
れ
て
い
る
第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
は
、
都
市
計
画
区

域
が
拡
大
さ
れ
る
と
同
時
に
廃

止
と
な
り
ま
す
が
、
引
き
続
き

計
画
的
な
住
宅
団
地
と
し
て
の

土
地
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、

地
区
計
画
制
度
の
導
入
に
よ
っ

て
、
現
在
の
用
途
地
域
で
認
め

ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
建
築
が

可
能
と
な
る
よ
う
な
措
置
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
他
に
も
、
例
え
ば
市
の
都
市

計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
工
業

流
通
業
務
地
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
エ
リ
ア
な
ど
に
つ

い
て
は
、
そ
の
土
地
利
用
方
針

が
実
現
で
き
る
よ
う
に
、
地
区

計
画
制
度
の
導
入
を
検
討
し
て

い
ま
す
。

　
地
区
計
画
は
、
都
市
計
画
法

に
基
づ
い
て
最
終
的
に
市
が
決

定
す
る
都
市
計
画
で
す
。
法
的

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
「
⑦
都
市
計
画

区
域
拡
大
指
定
の
県
告
示
」
と

同
時
に
、
こ
の
地
区
計
画
の
指

定
が
で
き
る
よ
う
に
、
現
在
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
原
案
が
で
き
次

第
、
市
の
広
報
紙
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。


